
2026

No.43

ISSN   2758-5042
CODEN:TDGHFG



目  次 
 

技術報告書 
 
菅平高原実験所アカマツ林 A 区におけるアカマツとミズナラの成長調査 
 山中 史江 筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 ·································· 1 
 
フィルタープレスによる日本画廃液の処理 
 藤井 邦彦・富沢 美紀 
  筑波大学総務部リスク・安全管理課 ············································· 5 
 



菅平高原実験所アカマツ林 A区におけるアカマツとミズナラの成長調査 
山中 史江a 

筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所 (生命環境系技術室) 
〒386-2204 長野県上田市菅平高原 1278-294 

概要 
筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所のアカ
マツ林 A区では、そこに自生するアカマツとミズナ
ラの成長調査を長年行っていたが、2010年を最後に
中断されていた。しかし 2025年、学外者の相談をき
っかけに約 15年ぶりとなる調査を実施した。その結
果を報告する。

キーワード：遷移、アカマツ、ミズナラ、カケス

１．はじめに 
筑波大学山岳科学センター菅平高原実験所1 (以
下実験所) は、自然豊かな 35 ha のフィールドを有
する。そのうち約 8.5 haを占めるアカマツ林は実験
所開設当時放牧跡地であり、段階的に草原の刈り取
りを止めたことで樹木が定着し、自然に成立した森
林となっている。 
このアカマツ林の一角に、20 m×20 mの調査枠｢A
区｣がある。A区は以前実験所に在籍した故林一六先
生 (筑波大学名誉教授) が調査されていた区画で、
かつては実験所技術職員も毎年胸高直径と樹高の成
長調査を行っており、アカマツについては 1973年と
1976 年から 2010 年の間、下層に生育するミズナラ
については1977年から2009年の間のデータがある。
しかし、2010年前後に教職員体制の変更があり、そ
の影響で以降の調査は途絶えていた。 
ところで 2025 年 3 月、茨城県自然博物館2からど
んぐりをテーマにした企画展の相談が寄せられた。
その中で野鳥のカケスがどんぐりを地面に埋めるよ
うすを撮影したいという話があり、やがて話題は A
区に及んだ。加藤・林 (2023) によると、A 区のミ
ズナラは中村 (1984) の報告のとおりカケスによっ
て運ばれたどんぐりから発生したものであり、それ
らはやがてアカマツを追い抜き 2052 年には優占す
ると予測されている[1] [2]。 
これまでの成長調査のデータからは、徐々に数を
減らしているアカマツと、その下で粘り強く成長し
ているミズナラが確認できた。過去のデータがある
ことで、調査開始時からの植物群落の移り変わり、
すなわち｢遷移｣を把握することができる。同博物館
とのやり取りを通じ、過去のデータが蓄積された A
区の価値と、そこでの調査を継続する重要性をあら
ためて認識した。 
そこで 2025年 6月、A区で約 15年ぶりとなるア
カマツとミズナラの成長調査を行った。ミズナラは
新たに発生した個体など番号札のないものも記録し
た。調査に先立ち、1980年代前半に実験所でカケス
とミズナラの調査をされていた中村浩志先生 (信州
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大学名誉教授) に A区へ同行いただき、当時の景観
やカケスの行動についての話を伺い記録した。 

２．調査方法 
調査は 7名で行い、所要日数は 1 日だった。ただ
し事前準備、以前の番号札との照合、再計測などの
時間は含めていない。手順は以下のとおり。 

①A区の四隅に目印をたてる。
②アカマツの番号札を確認し、胸高直径を計測する。 
③2009年に存在していたミズナラを探し、胸高直径
と樹高を計測する。樹高の計測には従来と同様に測
桿を用いる。番号札のないミズナラには新たに番号
札をつけて樹高を測定し、幼樹については可能な範
囲で芽鱗痕から樹齢を推定する。
④過去のデータと照合する。

３．結果 

3.1  アカマツについて 
400 m2あたりの個体数は 1973年に 236 個体、2010
年に 41 個体であり、2025 年には 28 個体となった。
倒木が目立ち、2010 年以降に 13 個体が枯死したが
林冠はまだアカマツが占めていた。図 1はアカマツ
の個体数について 1973 年を 0 としたときの経年変
化を示したもので、曲線は近似曲線である。なお、
林床にアカマツの幼樹は生育していなかった。 

図 1. アカマツ個体数の経年変化 

1 https://msc.tsukuba.ac.jp/ 
2 https://www.nat.museum.ibk.ed.jp/ 
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図 2は 1973年からの A区における胸高直径階分
布の経年変化を示したものである。アカマツは群落
内での競争により個体数を減らしながら、生き残っ
た個体では成長を続けており、胸高直径の平均は
1973年が 7.4 cm、2010年が 21.9 cm、2025年が 26.3 
cmだった。 

 

 
 
図 2. アカマツの胸高直径階分布の経年変化 

 

3.2  ミズナラについて 
1977 年に 400 m2あたり 145 個体だった個体数は

2009年には記録上 18 個体となり、2025年にはその
うち 7 個体が生存していた。7 個体のうち 1 個体は
番号札が欠落しており過去のデータと照合できなか
ったが、333 cm という樹高から 2009 年に存在した
個体と推定した。他の 6 個体は 1977 年から存在す
る個体で、樹齢は 48年以上になる。なお、林床を探
したが古い殻斗等は見当たらず、A 区のミズナラが
これまでに結実した痕跡は確認できなかった。 
また、2025年に新たにカウントしたミズナラは 17

個体だった。芽鱗痕から推定した樹齢と個体数を表
1に示す。ただし、3 個体については芽鱗痕が不明確
で樹齢を推定できなかった。 

 

表 1. 芽鱗痕から推定した樹齢と個体数 
 
推定樹齢 (年) 2 3 4 5 6 
個体数 2 5 5 1 1 

 
2025 年時点で A 区に生育するミズナラの合計は

24 個体であり、最大の個体の樹高は 1,338 cm だっ
た。2025年の樹高階分布を図 3に示す。 
また、樹高が 60 cm以上と 60 cm 未満の個体の数
を 1977年、2009年、2025年で比較した結果につい
て表 2に示す。ただし、2009年はカウントしていな
い個体があると推測されるため一部空欄とした。 
今回の調査で樹高が 60 cm 未満のミズナラは全体
の 7 割を占めたが、図 3と表 2から分かるように、
そのほとんどは十分に成長する前に枯死してしまう
と考えられる。また、1977年と 2025年の 60 cm 未
満の個体数を比較すると後者は大きく減少していた。 
一方で 60 cm以上の個体の平均樹高は表 2のとお
り 75.2 cm、477.4 cm、970.9 cmと増加していた。今
回 60 cm以上だった 7 個体のうち 6 個体は 1977年
から存在するものであったが、1977年に 60 cm以上
だった個体とは必ずしも一致しなかった。 

図 3. 2025年のミズナラの樹高階分布 
 
 
表 2. 400 m2あたりの 60 cm以上と 60 cm 未満の 

個体数の比較 
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1977 145 24.4 6 75.2 139 22.3 
2009   15 477.4   
2025 24 293.8 7 970.9 17 14.9 
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４．まとめ 

アカマツは現在 A区で優占しているものの、2010
年から 2025 年の間で個体数の約 32％が枯死した。
ミズナラも 2009 年に計測した個体のうち半数強が
枯死したが、生き残った個体は樹高を大きく伸ばし
た (図 4-a)。 
また、A 区の林床にアカマツの幼樹はなかった。
林床については今回詳細な調査を行っていないが、
高木性の幼樹ではミズナラが多い印象を受けた (図
4-b)。ミズナラ以外の高木性の幼樹としてはコナラ
が 5 個体あったが、樹高はどれも 20 cm以下で、そ
れら以外に A 区のコナラは存在しなかった。なお、
ミズナラの幼樹は多くが樹齢 10年未満と推定され、
平均樹高は 14.9 cmだった。 
これらのことから加藤・林 (2023) の報告にある
とおり、｢高木層を形成しているアカマツが枯死した
場合、次の世代の高木層はミズナラに交代する｣｢ア
カマツ林の林床でのミズナラ幼樹個体群は枯死と再
生をしながら次のステージのミズナラ林に遷移して
いく｣という現象が、現在 A 区で進行していると考
えられる。 
ところで今回、ここ数年の間に発生したと思われ
るミズナラも調査した。いずれも樹高は 60 cm 未満
であり、1977年の同程度の樹高のものと比べるとそ
の数はかなり減っていた。 

母樹のないA区にミズナラが発生するにはカケス
の貯食行動が必要となる。事前の中村先生の話によ
ると、1980年ごろの A区を含むアカマツ林は全体的
に樹高が低く、林内は現在より明るく見通しもよく、
カケスの貯食行動を観察するのに適していた。 
また、現在 A区には林床にクマイザサが生育して
いる (図 4-c)。実験所元技術専門官の清水悟氏によ
ると、1970年代当初は A区にササはなく、いつから
か区域外より侵入してきたとのことだった。 
中村 (1984) によれば、カケスがどんぐりを貯食
する場所のほとんどは下生えの少ない林床である。
今回小さいミズナラが少なかったのは、アカマツ等
の成長やササの侵入により林の環境が変化し、カケ
スの貯食行動が減ったためと考えられる。ただし、
ミズナラ幼樹の減少はミズナラ林からこの地域の極
相林であるブナ林へ向かう過程とも考えられ、今後
の調査の継続が求められる。 
今回の調査では、A 区のアカマツが個体数を減ら
す一方でミズナラが樹高を伸ばしていることを確認
でき、アカマツ林からミズナラ林への遷移が確実に
進んでいるようすを記録できた。また、約 50年前の
カケスの貯食から始まったミズナラが今も残ってい
ることを明らかにし、その追跡調査を行うことがで
きた。さらに、樹木の番号札のつけ直しや照合を行
い、調査継続のための環境を整えることができた。 
今後もA区の貴重なデータを活かすために調査を

継続する。そして、アカマツ林からミズナラ林へと
優占種の交代が起こる過程、さらにその先へと続く
遷移を記録できるよう、データを蓄積し次代へ繋げ
ていきたい。 
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図 4. A区にて 2025年 6月撮影 (a：成長したミ
ズナラ、b：ミズナラの幼樹、c：林床) 
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Growth survey of Pinus densiflora and Quercus crispula in the Japanese red pine 
forest Area A in the Sugadaira Research Station, University of Tsukuba 

 
 

YAMANAKA Fumiea) 

 
Sugadaira Research Station, Mountain Science Center, University of Tsukuba, 
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フィルタープレスによる日本画廃液の処理 

藤井 邦彦a、富沢 美紀 

筑波大学総務部リスク・安全管理課 

〒305-8577 茨城県つくば市天王台 1-1-1 

 

概要 

筑波大学の無機系廃液処理施設は 2024 年 6 月を
もって廃液の処理運転を終了し、自前処理から外部
処理委託へ移行した。 
移行に伴い、無機系廃液処理施設にて処理をして

いた廃液のうち、顔料インクである日本画廃液につ
いて、施設の一部であるフィルタープレスを用いて
引き続き自前処理が可能か検討した。その結果、良
好な結果が得られたので報告する。 
 
キーワード：無機系廃液処理施設、日本画廃液、

フィルタープレス 

１．はじめに 
国立大学をはじめとする大学等において、試験研

究等に伴って発生する実験系廃棄物は、原点処理の
観点のもと、各大学等内に処理施設を設置し自前処
理を行ってきた[1,2]。本学でも 1974～79 年にかけて
規程・規則を整備し、廃棄物の管理に関する委員会
の設置をするとともに各種廃棄物処理施設を設置し
[3]、実験系廃棄物の自前処理を行ってきた(表 1)。こ
れらの施設のうち、焼却処理施設(廃溶媒等焼却処理
施設、一般実験動物焼却炉および有害実験動物焼却
炉)については、ダイオキシン問題を機に 2001 年 3
月までに稼働を停止し、外部委託処理に移行した。 
 

表 1. 筑波大学の廃棄物処理施設の沿革 

 
一方、本学の無機系廃液処理施設は、凝集沈殿処

理方式の施設が 1975 年 3 月に設置された[3]。設置か
ら 24 年後の 1999 年 7 月には処理施設の老朽化に伴
い、処理方式を鉄粉法とした施設に更新した[4]。その
更新から 25 年が経過し、再び施設の老朽化が進んで
きたこと、更新費用の捻出が難しいことなどの理由
から、2024 年 3 月 1 日までの回収分の処理をもって
施設の処理運転を終了した。以降、学内で発生する
無機系廃液は、他の実験系廃棄物同様、産業廃棄物
処分業者への外部委託処理に移行した1。 
上述の凝集沈殿法や鉄粉法は、無機系廃液の処理

プロセスのひとつである。この処理プロセスには、

 
a fujii.kunihiko.ga@un.tsukuba.ac.jp 

pH調整のほか、廃液中に溶解している有害物の無害
化や、重金属の固液分離などがある。具体的には、
次亜塩素酸ナトリウム等によるシアンの酸化分解プ
ロセス、硫酸第一鉄等により六価クロムを三価に還
元処理するプロセス、ポリ塩化アルミニウムまたは
鉄粉等を添加することにより、廃液中に溶解してい
る重金属類をフロックと呼ばれる沈降性・圧密性の
高い粒子にする凝集プロセス、および生成した重金
属を含む粒子を固液分離により廃液中から除去する
プロセス等がある。 
固液分離処理は重力沈降でも可能であるが、廃液

処理では短時間かつ大量に処理する必要があること
から、圧力をかけてろ過を行うフィルタープレスを
用いることが多く、本学の無機系廃液処理施設でも
固液分離に使用していた。 
無機系廃液処理施設で処理を行っていた廃液のひ

とつに芸術系日本画廃液がある。日本画の制作では、
岩絵具と呼ばれる天然鉱物を細かく砕いた不溶性の
顔料が用いられる。その成分としては、アルミニウ
ム、コバルト、亜鉛、銅といった重金属の他、カド
ミウム、鉛、クロム、ヒ素、水銀、セレンといった
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律
第 137号）に規定される有害重金属を含んでいる[5]。
近年では、人体や環境負荷への影響から人工的に作
られた合成有機顔料も普及してきているが、天然物
であるが故の独特の色合いから天然鉱物顔料を好ん
で使用される場合も依然として多い。 
これらの日本画廃液中に含まれる重金属類は全て
不溶性であるため、基本的にろ過のみで処理が可能
である。少量の廃液を処理する場合は、明礬(硫酸ア
ルミニウムカリウム)および消石灰(水酸化カルシウ
ム)を添加して新聞紙等によりろ過処理を行う方法
もある[6]。 

2024年 6月まで実施していた無機系廃液処理施設
の運転では、各種薬液を用いた酸化還元・pH 調整、
鉄粉・凝集剤添加などの複雑なプロセスが必要であ
ったが、前述の通り日本画廃液については、その性
状から、ろ過処理のみ、即ちフィルタープレス処理
だけで処理ができる可能性がある。 
フィルタープレス処理によって、処理水と重金属
類との固液分離ができ、かつ処理水に含まれる有害
重金属類の濃度が霞ヶ浦常南流域の下水排除基準
(表 2)以下まで低減化できれば、処理水は公共下水
道に排除できる。その結果、実験系廃棄物として外
部委託処理が必要なのはろ過された重金属のみとな
るため、大幅な処分費用の削減が期待できる。 
本報告では、上記の点に鑑み、日本画廃液のろ過

処理について、ラボスケールおよび実機(無機系廃液
処理施設のフィルタープレス)にてろ過処理を行い、

1 https://anzenkanri.tsukuba.ac.jp/?p=47151 (学内専用) 

廃棄物処理施設名 設置・更
新 

稼働停⽌ 

無機系廃液処理施設(凝集沈殿法) 1975.3 1999.6 
廃溶媒等焼却処理施設 1976.8 2001.3 
⼀般実験動物焼却炉 1976.9 1999.3 
有害実験動物焼却炉 1979.6 1995.3 
無機系廃液処理施設(鉄粉法) 1999.7 2024.6 
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有害重金属濃度を下水排除基準以下にまで低減でき
るかを検討した。 

 
表 2. 霞ヶ浦常南流域の下水排除基準2 

(重金属等) 
単位:mg/L 

項目 下水排除基準 
カドミウム(Cd) ≦0.03 
鉛(Pb) ≦0.1 
六価クロム(Cr(VI)) ≦0.2 
ヒ素(As) ≦0.1 
総水銀(Hg) ≦0.005 
アルキル水銀(R-Hg) 検出されないこと 
セレン(Se) ≦0.1 
ホウ素(B) ≦10 
フッ素(F) ≦8 
銅(Cu) ≦3 
亜鉛(Zn) ≦2 
溶解性鉄(Fe) ≦10 
溶解性マンガン(Mn) ≦1 
全クロム(T-Cr) ≦1 

２．実験方法 

2.1  処理対象廃液 
本学芸術専門学群日本画領域で発生した日本画廃

液を対象とした。廃液は、朱・辰砂等の水銀系日本
画廃液と水銀系以外の日本画廃液を別々に 10 L 容
ポリタンクに貯留しており、年に数回、1 回につき
100 本程度が無機系廃液処理施設に搬入される。本
報告では水銀系以外の日本画廃液についてフィルタ
ープレス処理の検討を行った。 

2.2  0.1％凝集剤溶液の調製 
MT アクアポリマー株式会社製アコフロック N-

100(ポリアクリルアミド系ノニオン性粉末高分子凝
集剤)を 0.0579 g 量り取り、50 mL の純水に溶解し
た。 

2.3  シリンジフィルターによるろ過処理 
500 mL容ビーカーに日本画廃液を 500 mL注ぎ、

0.1％凝集剤溶液を 1 mL添加し、マグネチックスタ
ーラーで 15 分攪拌した。次いで、 5A ろ紙
(ADVANTEC 製)でろ過し、更に Puradisc シリンジ
フィルター(孔径 1 μm、材質 PES、直径 25 mm、グ
ローバルライフサイエンステクノロジーズジャパン
株式会社製)でろ過した。対照として凝集剤を添加せ
ずにろ過処理を行った系も作成した。 

2.4  フィルタープレスによるろ過処理 
本報告で使用した無機系廃液処理施設のフィルタ

ープレスユニットは、ヒ素・フッ酸系廃液の前処理
設備として使用されていたもので、原水槽(500 L容、
FRP 製)、フィルタープレス(300 L 容、FC 及び PP

 
2 https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/jogesuido

kyokujogesuidogyomuka/gyomuannai/3/1/24424.html 

製)、処理水槽(500 L容、FRP製)から構成されてい
る(図 1)。 
ろ過処理は次の手順にて行った。 
先ず無機系廃液処理施設に搬入された日本画廃液

を水中ポンプ(SL-102、寺田ポンプ製作所製)を用い
てポリタンクから原水槽へ移送した(図 2)。 
次に原水槽内を既設の攪拌機で攪拌した後、ダイ
ヤフラムポンプ(1.5 kw)を用いて原水槽からフィル
タープレスへ加圧ろ過した。ろ液はフィルタープレ
ス下部に設置されたバットに滴下・集水され、配管
を通じて処理水槽に貯留されるようになっている。 
処理水槽を攪拌して採取し処理水試料とした。 
なお、フィルタープレスユニットは、ろ過処理水

の透視度が低いなど再処理が必要な場合には、処理
水槽から原水槽へポンプを用いて返送し、再度フィ
ルタープレス処理ができる構造になっている。 

 

図 1. フィルタープレスユニット外観 

図 2. 日本画廃液の原水槽への移送の様子 

2.5  測定項目および測定方法 
重金属を含む廃液の処理で最も気を付けるべき項
目は水銀である。この理由としては、霞ヶ浦常南流
域における重金属類の下水排除基準(表 2)において、
水銀の基準値が最も低いことや、国内のほぼ全ての
水銀系廃棄物は、処理単価の比較的高額な特定の産
業廃棄物処理業者でなければ処理ができないことが
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あげられる。このことから、水銀濃度を処理の指標
として測定することとした。 
シリンジフィルターまたはフィルタープレスでろ

過処理をした処理水は、工業用水・工場排水試験方
法−第 3 部 JIS K 0102-3:2022 の 25.2.3加熱気化−金ア
マルガム捕集原子吸光分析法に従い、加熱気化水銀
測定装置 MA-3000(日本インスツルメンツ株式会社
製)を用いて測定した。 
汚泥等の固形成分中の重金属の組成分析について

は、蛍光 X線分析(XRF)装置 Epsilon3(マルバーン・
パナリティカル社製)を用いて測定した。 
また、日本画廃液原水およびフィルタープレス処

理水に含まれる水銀を含む重金属濃度(表 2 に示す
下水排除基準に定められた項目)については、計量証
明事業所に水質分析を依頼した。 

３．結果および考察 

3.1  シリンジフィルターによるろ過処理 
芸術専門学群日本画領域から回収した日本画廃液

原水に 0.1％凝集剤を添加し、5Aろ紙でろ過後、凝
集剤添加・無添加のろ液をそれぞれ孔径 1 μm のシ
リンジフィルターにてろ過し、そのろ液の水銀濃度
を測定した。 
その結果を表 3 に示す。シリンジフィルターろ過

により、日本画廃液中の水銀濃度を下水排除基準値
以下まで処理できることが分かった。また、凝集剤
添加処理の有無による水銀濃度の差は認められなか
った。このことから、ろ過処理水中の水銀は、溶存
しているのではなく懸濁状態であり、凝集剤無添加
のろ過処理にて十分処理が可能なことが考えられた。 

 
表 3. シリンジフィルターによるろ過結果 

項目 水銀濃度[mg/L] 
日本画廃液原水 0.49 

処理水（凝集剤添加) 0.0036 
処理水（凝集剤無添加) 0.0037 

3.2  フィルタープレスによるろ過処理 1 
フィルタープレスの操作確認を兼ねて、フィルタ

ープレスによる日本画廃液の処理機能の確認を行っ
た。日本画廃液原水と処理水の結果を表 4 に示す。 

 
表 4. フィルタープレスによる処理結果 

単位:mg/L 

項目 日本画廃液 
原水 

日本画廃液 
処理水 

処理水の 
基準値超過 

Cd 0.52 0.18 〇 
Pb 36 ―  
Cr(VI) ― ―  
As 0.01 0.06  
Hg 0.49 0.41 〇 
R-Hg ― ―  
Se 0.02 0.01  
B 13 12 〇 
F 5.9 12 〇 
Cu 4.9 0.7  

Zn 5.8 2.7 〇 
Fe ― ―  
Mn 2 1 〇 
T-Cr 1.9 ―  

※「－」は基準値以下を示す 
 

測定の結果、カドミウム、水銀、ホウ素、フッ素
亜鉛およびマンガンについて下水排除基準値の超過
が認められた。ヒ素およびフッ素濃度については、
原水濃度よりも処理水濃度の方が高かった。また、
水銀はほとんど処理ができなかった(表 4中下線部）。 
この原因としては、フィルタープレス処理ユニッ
トが塩化カルシウムとの反応を利用したヒ素・フッ
酸系廃液処理用のユニットとして運転されていたこ
と、水銀については、処理運転をやめる際、ヒ素お
よび水銀が混合した廃液を処理していたことが考え
られた。基準値濃度を超過した各重金属等のうち、
特に水銀は基準値 0.005 mg/L の 82 倍と大幅に超過
していた。これは処理経路中での汚染が原因と考え
られたことから、その検証をすることにした。 

3.3  フィルタープレスによるろ過処理 2 
前項の結果を受け、フィルタープレスから処理水
槽までの処理経路に汚染物等があるか確認を行った。
その結果、フィルタープレス下部の受け皿に粉末状
の白色汚泥の蓄積が認められた(図 3)。 

図 3. フィルタープレス下部に蓄積した白色の汚泥 
 
この白色汚泥中の水銀濃度を蛍光X線分析装置お

よび委託分析による溶出試験(産業廃棄物に含まれ
る金属等の検定方法、昭和 48 年 2 月 17 日、環境庁
告示第 13 号)により測定したところ、それぞれ
0.007％および 0.83 mg/L と高濃度の水銀が検出され
た。このことから、白色汚泥は溶出性の水銀を含む
ことが考えられたため、受け皿上に溜まった汚泥の
清掃、およびフィルタープレスの運転を 2 回繰り返
した。 

2 回運転後の処理水質の結果を表 5 に示す。下水
排除基準値を超過していた物質は水銀とフッ素のみ
となり、それぞれ 0.024 mg/L、9.4 mg/L であった。
水銀は基準値の 4.8 倍程度まで低減した。この結果
は、日本画廃液をフィルタープレスで処理すること
により、次に述べる二次処理にて重金属等の濃度を
基準値以下まで低減できることが分かった。 
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本学は、生活流しと実験流しの 2 系列の排水経路
が設置されている。生活流しはそのまま公共下水道
へ接続し、実験流しは学内に 2 か所設置された排水
処理施設に接続している。排水処理施設に流入した
排水は、凝集沈殿、砂ろ過、活性炭処理を経て一部
をトイレのフラッシュ水などとして利用した後、最
終的に公共下水道へ接続している[3]。 

 
表 5. 汚泥除去後のフィルタープレス処理水質 

単位:mg/L 

※「－」は基準値以下を示す 
 

これまで無機系廃液処理施設の処理水は、処理水
質を分析・確認し、必要に応じて希釈後、学内の中
地区排水処理施設に圧送し、二次処理を経て公共下
水道へ排除されていた。今回の日本画廃液処理水も
処理水質を確認後に必要に応じて希釈し、中地区排
水処理施設へ圧送・二次処理を行い、更に定期的に
排水処理施設の処理水質の分析をしている。これま
で、処理水の圧送に伴う中地区排水処理施設の処理
水質の異常値は検出されていないことから、問題な
く処理ができている(データは示さない)。 

3.4  その後の処理運転状況について 
前項までの結果を受け、その後複数回の日本画廃

液の処理を行った。直近 3 回、合計 1200 L の日本画
廃液の処理水中の水銀濃度を表 6 に、原水と処理水
の外観を図 4 にそれぞれ示す。 
図 4 の通り、処理水は原水と比較して透明度が高

く、水銀濃度は、二次処理が不要な下水排除基準値
以下まで処理の可能なことが分かった。 

 
表 6. 処理運転結果(水銀濃度) 

処理日 処理量[L] 処理水の 
水銀濃度[mg/L] 

2026.2.4 400 0.0050 
2026.2.5 400 0.0033 
2026.2.6 400 0.0044 

 

図 4. 左から原水、2/4、2/5、2/6 の各処理水 

４．おわりに 
本報告では、処理運転を終了した無機系廃液処理

施設のフィルタープレスユニットを用い、日本画廃
液のろ過処理が可能かどうかについて検討した。そ
の結果、日本画廃液中に含まれる重金属類を下水排
除基準値以下またはその近くまで低減することがで
き、排水処理施設での二次処理と併せることにより
下水排除基準値を十分クリアする処理水質まで処理
することができた。 
今回の報告では水銀系以外の日本画廃液の処理に

ついて検討した。これは、水銀の基準値が非常に厳
しく規制されており、万が一、適正に処理ができな
かった場合、処理単価が他の実験系廃液の 5～10倍
程度高い水銀系廃液が大量に発生してしまうリスク
があるためである。絵画の制作現場では、化学実験
の器具洗浄と異なり、朱や辰砂を使用した絵筆や絵
皿を完全に洗浄することなく次の色を使用するなど、
一定量の水銀の混入は避けられない。そのため、外
部委託処理を行う場合は全てを水銀系廃液として扱
う必要がある。しかし、現在のところ芸術系教員か
ら学生への教育が行き届いており、廃液中の水銀濃
度は低めに抑えられていること、処理も順調に行え
ていることから、今後もこの処理体制を続けていき
たいと考えている。 
廃棄物の処分費用は、有害物の濃度ではなく、そ

の嵩または重量によって決まる。仮に日本画廃液 10 
L あたり約 100 g の岩絵具が含まれているとすると、
ろ過処理により廃棄物量を約 1/100 まで圧縮するこ
とが可能となる。さらに、廃液を外部委託処理する
場合には、廃液を貯留したポリタンクごと処分が必
要なのに対し、学内処理では日本画廃液の原水槽移
送後、ポリタンクを排出者へ返却し、再利用が可能
であり、ポリタンクの新規購入費用を削減できる。
こうしたことから、大学の廃棄物処分費用の大幅な
削減に繋げることができた。 
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項目 2 回清掃・運転後の処
理水中の重金属等濃度 

処理水の 
基準値超過 

Cd 0.022  
Pb ―  
Cr(VI) ―  
As 0.09  
Hg 0.024 〇 
R-Hg ―  
Se 0.02  
B 8  
F 9.4 〇 
Cu 0.4  
Zn ―  
Fe ―  
Mn ―  
T-Cr ―  
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Treatment of wastewater from Japanese painting using a filter press 

FUJII Kunihiko, TOMIZAWA Miki 

Division of Risk Management, University of Tsukuba, 
1-1-1 Tennodai, Tsukuba, Ibaraki, 305-8577 Japan

Our university's inorganic waste liquid treatment facility has ceased operation in June 2024, and we have transitioned 
from in-house treatment to outsourcing. In conjunction with the transition, we investigated whether it would be possible 
to continue in-house treatment of Japanese painting pigment ink, which was one of the waste liquids that had been treated 
at the inorganic waste liquid treatment facility, using a filter press that is part of the facility. We have obtained positive 
results, which we report here.  

Keywords: Inorganic wastewater treatment facility, Japanese painting wastewater, filter press 
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